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第
三
節

商
人
の
活
躍

第
一
項

西
町
の
祭
礼

西
町
の
権
現
宮

江
戸
時
代
の
西
町
は
西
新
町
・
二
番
（
二
丁
目
）
か
ら

四
番
（
四
丁
目
）
ま
で
と
、
万
町
の
五
つ
の
組
に
分
か
れ
る
。
東
町
が
江

ヶ
室
の
八
幡
宮
を
氏
神
と
す
る
の
に
対
し
、
西
町
で
は
権
現
宮
を
氏
神
と

し
て
祀
っ
た
。
社
が
南
崎
（
南
崎
町

津
地
方
法
務
局
亀
山
出
張
所
跡
）

に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
江
戸
時
代
の
絵
図
で
は
、
南
崎
権
現
と
書
か
れ
る

こ
と
も
あ
る
（
写
真

）
。
こ
の
権
現
宮
は
「
九
々
五
集
」
に
よ
れ
ば
、

70

三
社
権
現
で
あ
り
、
こ
の
三
社
と
は
、
熊
野
の
本
宮
・
新
宮
・
那
智
を
指

す
。
よ
っ
て
江
戸
時
代
で
は
、
熊
野
権
現
と
呼
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
。
ま

写真70 亀山城主板倉家中屋敷割絵図にみる南崎権現とその周辺
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た
関
氏
が
亀
山
城
主
で
あ
っ
た
頃
は
野
尻
村(

野
尻
村
）の
高
野
御
前
宮
・

羽
若
村
の
八
幡
宮
と
共
に
御
城
鎮
守
三
社
の
一
つ
で
あ
り
、
以
降
江
戸
時

代
で
は
、
亀
山
城
の
守
り
神
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

で
は
、
実
際
の
権
現
宮
の
祭
礼
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
記
録
と
し
て
残
る
の
は
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）
か
ら
天
保
八

年
（
一
八
三
七
）
ま
で
を
記
し
た
「
御
用
諸
事
留
帳
」
（
亀
山
市
歴
史
博

ご
よ
う
し
ょ
じ
と
め
ち
ょ
う

物
館
坂
下
民
芸
館
資
料
）
中
の
記
述
と
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
以
降

の
万
町
（
西
町
）
の
祭
礼
が
記
録
さ
れ
て
い
る
覚

書
（
万
町
自
治
会
文

お
ぼ
え
が
き

書
一
〇

以
下
「
万

町

覚

書

帳
」
と
い
う
）
が
確
認
で
き
、
他
で
は
、

よ
ろ
ず
ま
ち
お
ぼ
え
が
き
ち
ょ
う

数
年
に
わ
た
っ
て
書
き
記
さ
れ
た
、
武
士
で
あ
る
天
野
錦
洞
斎
の
日
記
数

あ
ま
の
き
ん
と
う
さ
い

冊
（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
天
野
家
文
書
）
の
中
に
若
干
の
記
録
が
の

こ
っ
て
い
る
。

権
現
宮
祭
礼
の
変
遷

「
御
用
諸
事
留
帳
」
中
の
年
中
行
事
の
記
載
に
よ

れ
ば
、
祭
礼
は
元
来
、
正
月
に
五
穀
成
就

ご
こ
く
じ
ょ
う
じ
ゅ

の
た
め
の
御
鍬
神
事
を
し
て
い
た
の

み
く
わ
し
ん
し
ん
じ

が
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
六
月

も
行
う
よ
う
に
な
り
、
十
四
日
・
十
五

日
に
氏
子
が
寄
り
合
っ
て
夜
篭
り
を

よ

ご

も

し
、
御
神
酒
を
飲
み
提
灯
を
灯
し
神
事

を
勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
。
ま

た
、
同
史
料
に
は
「
西
町
権
現
宮
祭
日

に
し
ま
ち
ご
ん
げ
ん
ぐ
う
さ
い
じ
つ

之
儀
は
、
六
月
十
四
日
・
十
五
日
両
日

ぎ

相

定
り
居

申

候
」
と
あ
り
、
お

あ
い
さ
だ
ま
り

お
り
も
う
し
そ
う
ろ
う

そ
ら
く
こ
の
頃
に
祭
礼
日
を
六
月
十
四

日
・
十
五
日
と
定
め
た
と
思
わ
れ
る

が
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
は
夜
宮

よ

み

や

を
九
日
、
十
日
は
神
輿
の
錬
り
廻
り
と
、

さ
ら
に
変
更
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
「
万
町
覚
書
帳
」
か
ら
は
、
嘉
永

七
年
以
降
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
迄
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の
約
二
○
年
間
に
お
い
て
、
実
際
に
六
月
九
日
・
十
日
に
祭
礼
を
行
っ
た

の
は
七
回
し
か
確
認
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
一
応
の
祭
礼
日
は
定
め
て
い

た
も
の
の
、
諸
事

情
に
よ
り
結
果
的
に
は
こ
の
通
り
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
諸
事
情
と
は
な
に
か
。
例
え
ば
、
「
万
町
覚
書
帳
」
の
元

治
元
年
（
一
八
六
四
）
と
翌
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
次
ぎ
の
よ
う
に

事
情
が
書
か
れ
て
い
る
。

（
元
治
元
年
）

当
年
殊
之
外
御
用
御
通
行
多
分
ニ
付
九
月
迄
延
引
、
則

居

祭

礼
、

と
う
ね
ん
こ
と
の
ほ
か
ご
よ
う
ご
つ
う
こ
う
た
ぶ
ん

す
な
わ
ち
い
さ
い
れ
い

（
慶
応
元
年
）

当
年
は
御
進
発
御
通
行
并
殿
様
御
忌
中
ニ
付
右
霜
月
迄
延
引
ニ
相

成
、

ご

し

ん

ぱ

つ

ご

つ

う

な

ら

び

に

ご

き

ち

ゅ

う

み
ぎ
し
も
つ
き
ま
で
え
ん
い
ん

あ
い
な
り

こ
の
う
ち
、
元
治
元
年
は
公
武
合
体
を
目
的
と
し
て
、
翌
慶
応
元
年
は

長
州
征
討
の
許
可
を
得
る
た
め
に
、
何
れ
も
将
軍
徳
川
家
茂
が
上
洛
の
た

め
東
海
道
を
通
行
し
て
い
る
。
将
軍
が
通
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
然

的
に
往
還
の
掃
除
な
ど
普
通
以
上
に
大
忙
し
と
な
り
、
加
え
て
慶
応
元
年

は
、
亀
山
藩
主
石
川
保
之
助
（
総
脩
）
が
閏
五
月
六
日
に
逝
去
し
、
藩
主

ふ
さ
な
が

が
逝
去
す
る
と
、
町
方
へ
殺
生
・
鳴
物
停
止
等
の
触
が
出
さ
れ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
よ
う
な
要
因
が
祭
礼
の
延
期
や
自
粛
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

殿
様
御
病
気
御
養
生
不
被
為
叶
、
先
月
晦
日
寅
刻
過
御
逝
去
被

遊

候

と
の
さ
ま
ご
び
ょ
う
き
ご
よ
う
じ
ょ
う
か
な
わ
せ
ら
れ
ず

あ
さ
ば
さ
れ
そ
う
ろ
う

ニ
付
、

左
之
通
被

仰

出

候
、

お
お
せ
い
だ
さ
れ
そ
う
ろ
う

一
諸
殺
生
鳴
物
停

止
、
諸
事
穏
便
可

相

慎

事
、

ち
ょ
う
じ

あ
い
つ
つ
し
む
べ
き
こ
と

一
普
請
等
之
儀
御
三
七
日
差

扣

可

申

事
、

さ
し
ひ
か
え
も
う
す
べ
き
こ
と

一
町
方
諸
職
人
之
儀
は
、
来
ル
十
三
日
迄
諸
事
穏
便
可

致

候
、

い
た
す
べ
き
こ
と

一
魚
鳥
商
売
之
者
、
五
十
日
之
内
御
家
中
へ
入

申

間

敷

事
、

は
い
り
も
う
す
ま
じ
く
こ
と

〆

（
加
藤
家
文
書
三
四-

〇-

一
〇
四
）
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嘉
永
七
年
以

後
、
安
政
三
年

（
一
八
五
六
）

に
は
宿
方
取
締

堀
池
央
太
夫
よ

り
東
町
・
西
町

へ
祭
礼
を
隔
年

に
す
る
よ
う
仰

せ
出
さ
れ
、
両

町
の
氏
子
中
で

協

議

し

た

結

果
、
権
現
宮
は

六
月
、
八
幡
宮

は
八
月
を
祭
礼

日
と
し
、
隔
年

で
本
祭
礼
を
す

る
こ
と
が
決
定

し
た
。
ま
た
、
本
祭
礼
の
時
は
神
輿
で
町
内
を
錬
り
廻
り
、
居
祭
礼
の
時

い
さ
い
れ
い

は
宮
地
内
の
み
で
の
祭
礼
と
な
る
。
居
祭
礼
の
時
に
神
輿
を
出
し
た
と
し

て
も
御
殿
周
り
を
廻
る
の
み
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
安
政
三
年
の
本
祭

礼
を
御
神
鬮
で
決
め
た
結
果
、
最
初
は
西
町
が
本
祭
礼
の
年
と
な
っ
た
。

く
じ

し
た
が
っ
て
、
こ
の
年
は
、
西
町
が
行
列
を
な
し
て
練
り
廻
り
、
東
町
地

内
の
茶
屋
町
か
ら
囃
子
と
神
輿
を
錬
り
始
め
、
御
役
所
䢪
東
丸
䢪
本
丸
䢪

西
丸
䢪
青
木
門
䢪
西
新
町
䢪
権
現
宮
（
南
崎
）
の
順
に
廻
っ
た
（
写
真

）。

71

行
列
が
東
町
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
居
祭
礼
と
な
っ
た
東

町
へ
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
天
野
錦
洞
斎
の
日
記

（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
天
野
家
文
書
三
七
䢢
一
七
䢢
一

写
真

）
72

に
も
同
様
の
記
述
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。

写真72 錦洞斎日記にみる南崎権現・八幡祭礼記事部分

（亀山市歴史博物館所蔵天野家文書37-17-1）
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（
安
政
三
年
六
月
十
五
日
条
）

一
今
明
日
南
崎
権
現
祭
礼
、
八
幡
宮
も
当
年
今
明
日
一
緒
祭
礼
、
権
現
練

物

ね
り
も
の

有

之

候
、
囃
子
屋
形
出
ル
、
茶
屋
町

京
口
迄
、
江
ヶ
室
御
済
、
東
丸

こ
れ
あ
り
そ
う
ろ
う

へ
入
、
御
殿
前
ニ
而

子

供

躍

致
、
八
幡
ハ
居
祭
り
、
寄
角
力
も
無

之

候
、

こ
ど
も
お
ど
り
い
た
す

い
ま
つ

よ
せ
ず
も
う

こ
れ
な
く
そ
う
ろ
う

（
安
政
四
年
八
月
十
九
日
条
）

一
江
ヶ
室
八
幡
宮
祭
礼
練

物
有

之

候
、
九
ツ
過
江
ヶ
室

東
丸
へ
錬
込
、

ね
り
も
の
こ
れ
あ
り
そ
う
ろ
う

西
丸

青
木
御
門
へ
出
ル
、
南
崎
権
現
も
祭
礼
、
是
ハ
居
祭
り
、

（
亀
山
市
歴
史
博
物
館
所
蔵
天
野
家
文
書
三
七
䢢
一
七
䢢
一
）

表

権
現
宮
の
祭
礼
日
及
び
役
割
当
番
一
覧

「
万
町
覚
書
帳
」（
万
町
自
治
会
文
書

）
よ
り
作
成
し
た
。

27

10
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「
万
町
覚
書
帳
」
に
は
、
「
安
政
四
年
巳
八
月
居
祭
礼
、
十
九
日
・
廿

日
本
祭
礼
東
町
番
」
と
あ
り
、
祭
礼
日
に
つ
い
て
は
、
安
政
三
年
の
取
り

決
め
の
中
で
、
毎
年
両
町
を
同
日
に
す
る
と
決
め
た
か
ど
う
か
ま
で
は
わ

か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
・
同
四
年
（
一
八

五
七
）
に
お
い
て
は
、
本
祭
礼
の
町
の
祭
礼
日
に
合
わ
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
町
が
祭
礼
を
挙
行
し
て
い
る
。
結
果
的
に
、
こ
の
安
政
三
年
の
取
り
決

め
に
つ
い
て
は
、
最
初
の
数
年
間
は
こ
の
通
り
に
運
ん
で
い
た
よ
う
で
あ

る
が
、
実
際
は
前
述
の
諸
事
情
も
絡
ん
で
か
、
権
現
宮
の
祭
礼
に
つ
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
が
居
祭
礼
で
済
ま
せ
て
い
る
。（
表

）
27

神
輿
の
城
内
通
行

先
述
の
通
り
、
本
祭
礼
の
神
輿
行
列
は
、
城
内
を
通
行
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、
「
御
用
諸
事
留
帳
」
の
記
録
に
は
次
ぎ
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。

一
権
現
社
神
輿
練
り
子
供
御
城
内
御
通
之
事
、
延
享
乙
丑
と
し
被

仰
付
、

（
延
享
二
年
）

但
し
文
化
七
年
迄
六
拾
六
年
成
ル
、

つ
ま
り
、
神
輿
行
列
が
初
め
て
城
内
を
通
行
し
た
の
は
、
石
川
家
が
二

度
目
に
亀
山
へ
入
部
し
た
翌
年
の
延
享
二
年
の
こ
と
で
あ
り
、
城
主
総
慶

の
意
向
に
よ
る
も
の
で
、文
化
七
年
の
城
主
石
川
総
佐
の
時
ま
で
続
い
た
。

そ
の
後
、
安
政
三
年
・
四
年
に
お
い
て
も
西
町
・
東
町
共
に
祭
礼
行
列
が

城
内
の
通
行
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
化
八
年
以
降
、
一
旦
城
内
通
行

は
中
止
さ
れ
て
い
た
が
、
い
ず
れ
か
の
時
点
で
復
活
し
た
も
の
と
推
測
で

き
る
。
な
お
、
こ
の
城
内
の
通
行
は
西
町
の
時
も
東
町
の
時
で
も
東
丸
か

ら
入
り
、
本
丸
を
通
っ
て
青
木
門
か
ら
出
る
と
い
う
同
じ
ル
ー
ト
を
通
っ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
城
の
鎮
守
で
あ
っ
た
権
現
宮
は
、
城
主
に
と
っ
て
重
要

な
社
で
あ
っ
た
。
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）
秋
に
は
石
川
昌
勝
が
社
殿
そ

の
他
を
修
復
、
絵
馬
を
寄
進
（
山
田
木
水
『
亀
山
地
方
郷
土
史
』
第
二
巻

一
〇
九
頁
）
、
文
化
十
二
年
六
月
に
行
わ
れ
た
普
請
の
た
め
の
遷
宮
の
際
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に
は
、
石
川
総
佐
が
願
主
と
な
り
、
西
町
役
人
の
願
い
出
は
不
要
と
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
権
現
宮
が
西
町
の
氏
神
で
あ
り
な
が
ら
、
城

に
と
っ
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

よ
り
あ
そ
ば
さ
れ

こ
れ
を
ね
が
わ
れ

一
権
現
社
御
普
請
御
上
様

被
遊
、
神
主
大
久
保
氏
被
願
之
、
西
町

役
人
願
ニ
ハ
不
及
候
事
、

お
よ
ば
ず
そ
う
ろ
う

提
灯
献
灯

現
在
、
亀
山
地
域
で
は
、
祭
り
の
夜
に
玄
関
に
献
灯
な
ど
と

書
か
れ
た
提
灯
を
灯
す
風
習
が
あ
る
。
こ
の
提
灯
に
つ
い
て

「
御
用
諸
事
留
書
」
に
次
ぎ
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

ご
よ
う
し
ょ
じ
と
め
が
き

両
町
中
家
々
挑
灯
始
り
之
事

一
寛
政
十
二
申
六
月

町
中
家
々
挑
灯
灯
申
候
、
是
は
下
地

六
月
十
四
日

斗
之
所
、
此
年

両
夜
ニ
成
ル
、

つ
ま
り
、
西
町
で
は
、
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
に
祭
礼
を
六
月
十

四
日
・
十
五
日
に
行
う
よ
う
に
な
っ
て
以
降
、
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）

ま
で
は
六
月
十
四
日
の
み
提
灯
を
灯
し
て
い
た
が
、
翌
十
二
年
（
一
八
〇

〇
）
か
ら
は
両
日
と
も
町
中
の
家
々
で
灯
す
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
、
町

中
で
提
灯
を
灯
す
よ
う
に
な
っ
た
ル
ー
ツ
と
考
え
ら
れ
る
。

祭
礼
時
の
役
割
分
担

祭
礼
は
前
日
に
砂
持
ち
・
若
連
中
提
灯
・
宮
跡
掃

除
・
草
刈
り
・
太
鼓
釣
り
・
檀
尻
釣
り
・
幟
の
杭
埋
け
等
の
準
備
を
し
、

だ
ん
じ
り
つ

祭
礼
当
日
に
は
行
列
の
各
世
話
や
夜
中
の
檀
尻
番
等
、
そ
れ
ぞ
れ
が
役
割

を
担
う
。
役
割
書
に
よ
れ
ば
、
檀
尻
釣
り
や
檀
尻
夜
中
番
な
ど
は
、
人
手

不
足
で
あ
っ
た
の
か
菅
内
村
（
菅
内
町
）
な
ど
か
ら
も
人
を
雇
っ
て
い
る
。

ま
た
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
は
役
割
の
一
つ
に
「
若
者
宿
」
と

わ
か
も
の
や
ど

あ
り
、
お
そ
ら
く
は
祭
礼
時
に
若
連
中
メ
ン
バ
ー
が
一
軒
の
家
に
集
ま
っ

て
過
ご
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
若
連
中
に
つ
い
て
は
実
際
に
ど
の
よ
う

な
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
か
、
規
約
等
を
記
す
資
料
は
見
つ
か
っ
て
い
な

い
が
、
一
般
的
に
若
者
組
と
よ
ば
れ
る
組
織
機
能
が
西
町
に
も
存
在
し
、
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祭
礼
に
お
い
て
は
必
要
不
可
欠
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
同
安
政
二
年
の
本
祭
礼
に
お
け
る
行
列
書
（
表

）
に
よ
れ

28

ば
、
行
列
に
要
し
た
人
員
は
、
約
一
七
〇
人
を
越
え
て
お
り
、
明
治
五
年

（
一
八
七
二
）
の
「
明
細
帳
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
Ｘ
五
六
䢢
一

二
五
䢢
三
三
）
に
、
西
町
は
家
数
一
八
三
軒
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
全

戸
参
加
の
大
祭
礼
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
わ
せ
て
こ
の
行
列
書
か

ら
は
、
各
組
に
一
台
ず
つ
の
若
者
囃
子
屋
形
（
檀
尻
）
が
あ
っ
た
こ
と
も

わ
か
り
、
檀
尻
が
い
つ
の
時
点
で
無
く
な
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、

万
町
覚
書
中
で
最
後
に
檀
尻
の
文
字
が
み
ら
れ
る
の
は
明
治
九
年
で
あ

る
。

表28 安政２年における本祭礼時の行列役割と人数 ・但し人数未記載のものは、一人として記載及び計算した。

・「丁目」「町」は原文通りに表記した。

・万町自治会所蔵の覚書帳より作表した。

http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kinsei/image/04/gi.htm?pf=2121hy028-1.JPG&?pn=%E8%A1%A828 %E5%AE%89%E6%94%BF%EF%BC%92%E5%B9%B4%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%9C%AC%E7%A5%AD%E7%A4%BC%E6%99%82%E3%81%AE%E8%A1%8C%E5%88%97%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%81%A8%E4%BA%BA%E6%95%B0 %E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%91
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http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kinsei/image/04/gi.htm?pf=2122hy028-2.JPG&?pn=%E8%A1%A828 %E5%AE%89%E6%94%BF%EF%BC%92%E5%B9%B4%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%9C%AC%E7%A5%AD%E7%A4%BC%E6%99%82%E3%81%AE%E8%A1%8C%E5%88%97%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%81%A8%E4%BA%BA%E6%95%B0 %E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%92
http://kameyamarekihaku.jp/sisi/tuusiHP/kinsei/image/04/gi.htm?pf=2123hy028-3.JPG&?pn=%E8%A1%A828 %E5%AE%89%E6%94%BF%EF%BC%92%E5%B9%B4%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E6%9C%AC%E7%A5%AD%E7%A4%BC%E6%99%82%E3%81%AE%E8%A1%8C%E5%88%97%E5%BD%B9%E5%89%B2%E3%81%A8%E4%BA%BA%E6%95%B0 %E3%81%9D%E3%81%AE%EF%BC%93
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明
治
期
の
権
現
宮

権
現
宮
は
明
治
に
な
る
と
合
祀
に
よ
り
、
南
崎
か
ら

別
の
場
所
へ
と
移
っ
て
い
く
。

（
前
略
）
文
化
八
年
氏
子
願
ニ
依
テ
正
一
位
神

宣
下
有
、
神
位
記
ニ
告
正

一
位
亀
山
社
奉
制
書
云
々
、
旧
号
亀
山
権
現
ト
称
、
来
明
治
元
年
亀

山

か
め
や
ま

皇
太
神
ト
改
称
、
同
四
年
旧
亀
山
県
々
社
并
同
県
第
一
区
郷
社
ト
被
定
、

こ
う
た
い
し
ん

同
六
年
三
重
県
第
六
大
区
一
五
之
小
区
郷
社
ニ
被
定
、

（
三
重
県
神
社
庁
所
蔵
「
鈴
鹿
郡
合
祀
済
神
社
名
細
帳
」）

こ
の
経
緯
と
し
て
、
ま
ず
、
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
に
皇
太
神
と
改

称
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
郷
社
格
と
な
る
。
「
万
町
覚
書
帳
」
に

も
、
明
治
四
年
六
月
十
八
日
に
遷
宮
と
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
他
の
社

と
の
合
祀
は
な
く
、
社
殿
の
位
置
は
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
明
治
五
年
（
一

八
七
二
）
の
「
明
細
帳
」
（
徳
川
林
政
史
研
究
所
所
蔵
）
か
ら
、
こ
の
時

期
の
権
現
宮
を
推
測
す
る
と
、
西
町
に
お
け
る
山
神
社
を
除
く
神
社
は
「
皇

大

神
社
」
と
「
志
婆
加
支
神
社
」
の
二
ヶ
所
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

（
マ
マ
）

し

ば

か

き

ら
も
、
皇
太
神
社
と
改
称
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
後
亀
山
で
は
、
明
治
三
十
九
年
（
一
九
〇
六
）
の
合
祀
勅
令
に
よ

っ
て
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
と
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
合
祀
ラ

ッ
シ
ュ
が
訪
れ
、
皇
太
神
社
と
改
称
し
た
権
現
宮
も
明
治
四
十
一
年
に
亀

山
神
社
へ
合
祀
さ
れ
、
現
在
に
至
る
。

明
治
四
十
一
年
八
月
十
五
日

臨
時
祭
役
割

本
年
ハ
亀
山
神
社
ヘ
合
祀
ニ
付
例
祭
ヲ
延
期
シ
御
遷
座
式
ト
併
セ
テ
臨
時
祭

ヲ
挙
行
シ
タ
リ
、（
後
略
）

（
「
万
町
覚
書
帳
」）

な
お
「
名
細
帳
」に
あ
る
志
婆
加
支
神
社
と
は
、
片
角
森
、
も
し
く
は
角
森

か
た
つ
の
も
り

つ
の
も
り

と
呼
ば
れ
た
場
所
（
御
幸
町

亀
山
駅
構
内
）
に
あ
っ
た
神
社
で
、
祭
神
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は
建
御
雷
神
で
あ
る
が
、
祭
礼
日
を
始
め
、
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

る
。
江
戸
時
代
に
は
片
岡
大
明
神
や
片
岡
神
社
と
呼
ば
れ
、
皇
太
神
社
（
南

崎
権
現
）
に
合
祀
さ
れ
、
最
終
的
に
亀
山
神
社
へ
合
祀
さ
れ
た
と
さ
れ
て

い
る
が
、「
鈴
鹿
郡
神
社
明
細
帳
」
（
三
重
県
神
社
庁
所
蔵
）
の
亀
山
神
社

の
祭
神
に
建
御
雷
神
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
亀
山
神
社
で
現
在
ま
で

続
い
て
い
る
「
麦
の
強
飯
」
の
神
事
の
由
来
の
み
が
、
志
婆
加
支
神
社
の

亀
山
神
社
へ
の
合
祀
を
も
の
が
た
っ
て
い
る
。


